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【手続補正書】
【提出日】平成22年8月31日(2010.8.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　繊維分類デバイスに対して供給手段により供給された織物繊維から成る繊維スライバを
繊維分類もしくは繊維選択する装置であって、該装置は、上記繊維スライバの自由端部か
ら所定距離にて該繊維スライバを挟持する挟持デバイスが配備されており、非挟持構成要
素を上記繊維スライバの上記自由端部から解して除去するために、挟持部位から上記自由
端部にかけてコーミング作用を生成する機械的生成手段が存在するという装置において、
　回転可能に取付けられた少なくとも一個のローラ（１２、１３）が上記供給手段（８；
１０、１１、２７ａ、２７ｂ、２８ａ、２８ｂ）の下流に配置されており、該ローラは、
該ローラ（１２、１３）の周縁部の領域において離間して分布された上記繊維スライバ（
１６；３０１～３０３）用挟持デバイス（１８、１９、２０；２１、２２、２３）を備え
ており、
　コーミング作用を生成する上記生成手段（１５、３１、３２）（コーミング要素）は上
記ローラ（１３）に関係付けられることを特徴とする、装置。
【請求項２】
　前記供給手段により吐出された繊維スライバを段階的に個別の繊維タフトへと分離する
分離手段が配備されることを特徴とする、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記分離手段は回転可能に取付けられた第１ローラを備えることを特徴とする、請求項
２に記載の装置。
【請求項４】
　前記第１ローラは、該第１ローラの周縁部の回りにおいて離間して分布された第１挟持
デバイスを備えることを特徴とする、請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　前記第１挟持デバイスは各々、ニッパ・デバイスを有することを特徴とする、請求項４
に記載の装置。
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【請求項６】
　前記ニッパ・デバイスは、回転可能または変位可能に取付けられた把持要素（上側ニッ
パ）を有することを特徴とする、請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　前記ニッパ・デバイスは、固定的に取付けられた対向要素（下側ニッパ）を有すること
を特徴とする、請求項５または６に記載の装置。
【請求項８】
　前記対向要素（下側ニッパ）は移動可能に取付けられることを特徴とする、請求項７に
記載の装置。
【請求項９】
　前記把持要素（上側ニッパ）はたとえばスプリングなどの力要素により負荷されること
を特徴とする、請求項６に記載の装置。
【請求項１０】
　移動可能に取付けられた前記対向要素（下側ニッパ）はスプリングにより力負荷される
ことを特徴とする、請求項８に記載の装置。
【請求項１１】
　前記第１ローラに対して軸心的に平行に、回転可能に取付けられた第２ローラが関係付
けられることを特徴とする、請求項４乃至１０のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１２】
　前記第１ローラおよび前記第２ローラは相互に逆方向に回転することを特徴とする、請
求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記第２ローラは、該第２ローラの周縁部の回りに離間して分布された挟持デバイスを
備えることを特徴とする、請求項１１に記載の装置。
【請求項１４】
　前記第２挟持デバイスは各々、ニッパ・デバイスを有することを特徴とする、請求項１
３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記ニッパ・デバイスは、回転可能または変位可能に取付けられた把持要素（上側ニッ
パ）を有することを特徴とする、請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　前記ニッパ・デバイスは、固定的に取付けられた対向要素（下側ニッパ）を有すること
を特徴とする、請求項１４に記載の装置。
【請求項１７】
　前記対向要素（下側ニッパ）は移動可能に取付けられることを特徴とする、請求項１６
に記載の装置。
【請求項１８】
　前記移動可能に取付けられた対向要素（下側ニッパ）はスプリングにより力負荷される
ことを特徴とする、請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　前記第２ローラ（コーミング・ロータ）に対して軸心的に平行に、回転可能に取付けら
れた取出しローラが在ることを特徴とする、請求項１１に記載の装置。
【請求項２０】
　前記取出しローラの外側円筒状表面は空気通過開口を有することを特徴とする、請求項
１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記取出しローラの内部は負圧源に接続されることを特徴とする、請求項２０に記載の
装置。
【請求項２２】
　前記取出しローラの内側円筒状表面の一部は篩要素（ｓｃｒｅｅｎ　ｅｌｅｍｅｎｔ）
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によりシールされることを特徴とする、請求項２１に記載の装置。
【請求項２３】
　前記第１ローラおよび前記第２ローラは共通ギヤにより駆動可能であることを特徴とす
る、請求項１１に記載の装置。
【請求項２４】
　繊維分類デバイスに対して供給手段により供給された繊維スライバを繊維分類もしくは
繊維選択する装置であって、該装置は、上記繊維スライバの自由端部から所定距離にて該
繊維スライバを挟持する挟持デバイスが配備されており、非挟持構成要素を上記繊維スラ
イバの上記自由端部から解して除去するために、挟持部位から上記自由端部にかけてコー
ミング作用を生成する手段が存在するという特に請求項１乃至６１のいずれか一項に記載
の装置において、
　上記供給手段（１０）の下流には回転可能に取付けられたローラ（５３）が配置されて
おり、該ローラは、その周縁部の回りに離間して分布された挟持デバイス（１９、２０）
と、コーミング作用を生成する生成手段（３１）（コーミング要素）とを備えることを特
徴とする、装置。
【請求項２５】
　前記コーミング要素（３１）は回転清浄化ローラ（５５）を含む清浄化デバイスに関係
付けられることを特徴とする、請求項２４に記載の装置。
【請求項２６】
　前記清浄化ローラ（５５）は抽出デバイス（５６）に関係付けられることを特徴とする
、請求項２５に記載の装置。
【請求項２７】
　回転可能に取付けられた少なくとも一個のローラ（１２、１３）が前記供給手段（８；
１０、１１、２７ａ、２７ｂ、２７ａ、２８ｂ）の下流に配置されており、該ローラは、
該ローラ（１２、１３）の周縁部の回りに離間して分布された前記繊維スライバ（１６；
３０１～３０３）用挟持デバイス（１８、１９、２０；２１、２２、２３）を備えており
、
　コーミング作用を生成する前記生成手段（１５、３１、３２）（コーミング要素）は上
記ローラ（１３）の周縁部に関係付けられることを特徴とする、請求項２４に記載の装置
。
【請求項２８】
　供給された繊維スライバ（３０１、３０２）の吸引のために、前記供給デバイス（８；
１０、１１、２７ａ、２７ｂ、２８ａ、２８ｂ）から前記第１ローラ（１２）まで上記繊
維スライバ（３０１）を取り込む領域、および、上記第１ローラ（１２）から前記第２ロ
ーラ（１３）まで上記繊維材料（３０２）を取り込む領域の少なくとも一方において、少
なくとも一台の吸引デバイス（５２、５３、５４、５５；５６、５７、５８、５９）が前
記挟持デバイス（１８、１９、２０；２１、２２、２３）に関係付けられることを特徴と
する、請求項１１に記載の装置。
【請求項２９】
　前記供給デバイスから前記第１ローラまで前記繊維スライバを吐出する領域、および、
上記第１ローラから前記第２ローラまで前記繊維材料を吐出する領域において、少なくと
も一個の送風開口（３９）が配備されることを特徴とする、請求項１１に記載の装置。
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